
家庭的保育事業等部会の設置について 

 

１．目的 

  児童福祉法では、国、都道府県及び市町村以外の者が家庭的保育事業

等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内

保育事業）を行うには、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認

可を得ることとしています。市町村長がその認可をしようとするときは、

あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその

意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当

事者の意見を聴かなければならないとされています。  

そこで、こども・子育て会議の下部組織として「家庭的保育事業等部

会」を設置し、その部会の中で認可にかかる意見を聴くこととします。 

 

２．家庭的保育事業等部会の役割 

家庭的保育事業者等の認可を行うに当たりその意見を述べること。  

  

３．家庭的保育事業等部会の委員について 

分 野  役  職  氏  名  備  考  

学識  

経験者  

保育士経験者  

（元指導保育士）  

長江 美津子  部会長  

各種団

体関係

者  

 

小牧市地区民生・児童委

員連絡協議会 代表  

峯田 一子  児童委員  

保育園長会代表  

（公立園）  

小川 由美子  大城保育園長  

保育園長会代表  

（公立園以外）  

京谷 和恵  
レ イ モ ン ド 小 牧

保育園長  

保育園保護者会代表  

（公立園）  

永田 あずさ  
陶 保 育 園 保 護 者

会会長  

保育園保護者会代表  

（公立園以外）  

川口 愛  
篠岡保育園保護

者会会長  

 

 

 

 

 

資料４  



４．実施スケジュール（案） 

月日 内容 

令和６年６月１１日 家庭的保育事業等部会設置 

令和６年１２月 

～令和７年３月 
小規模保育事業所の認可前に部会開催 

 ３月（予定） こども・子育て会議に部会の結果を報告 

※自己所有物件型の日程は国庫補助金の協議受付状況によるため未定 

 


